
 

 

 

 本学に設置する各学科における人材養成に関する目的と、その他の研究上の目的

を、次の通り定める。  

 

こども学科 

 
 生命と人権を尊重するとともに、人とあたたかい関わりのもてる人間性豊かな保

育者を養成することを教育目的とし、教育目標には、次の三点を掲げている。  

 

１．  興味・意欲を喚起する授業と多様な体験の機会を提供し、「感動する心」「創

造する心」「実践する力」を育成する。  

２．  幅広い専門的知識・技術を有し、社会的役割を適切に遂行できる保育者を養成

する。  

３．  幼稚園教諭免許と保育士資格を取得できるよう指導・教育す る。  

 

 

看護学科 

 
 生命と人権を尊重するとともに、専門的な知識・技術を有し、社会に貢献しうる

看護師を養成することを教育目的とし、教育目標には次の四点を掲げている。  

 

１．  責任感と倫理観を有し、あたたかい心で人と関わることのできる人間性を養う。 

２．  健康上の問題解決のための科学的根拠に基づいた看護の基礎的能力を養う。  

３．  看護の役割を認識し、保健医療福祉チームの一員として機能できる能力を養う。 

４．  看護をめぐる社会の変化に対応するための研究心・向上心を養う。  

教育研究上の目的 


